

令和８年度 大田区涼み処（クールスポット）協力施設　募集要項

１　目的
区では、暑さによる健康被害から区民を守るために公共施設を中心に、「涼み処（クールスポット）」を開設しています。より広く設置することを目的に、「涼み処（クールスポット）」の設置について、区とともに取り組んでいただける協力施設を募集します。

２　応募要件
（１）適当な冷房設備を有すること。
（２）当該施設の指定場所が、商品やサービスの購入者以外も利用可能であること。
（３）見える場所に区が配付するポスターを掲示すること。
（４）開設場所に椅子やソファ等が１席以上設置されていること。
（５）場所の案内、具合が悪そうな方への声掛け等、利用者への対応が可能であること。
（６）事業所名等を区のホームページ等で公表することに承諾できること。

３　開設期間
令和８年７月１日（水）から10月21日（水）まで
※準備ができ次第、６月中から開設可能です。
※開設期間中の具体的な日、時間等は各事業所の事情に応じて設定していただけます。
　　
４　募集期間及び募集方法
（１）募集期間
随時募集します。
　　　当該年度の開設期間を過ぎた場合は、次年度からの運用として受付けしますが、
当該年度に応募は可能です。
（２）応募方法
下記フォームに必要事項を入力のうえ、お申込みください。
　　　https://logoform.jp/form/8BrJ/1593593
※法人の本支店、同業の組合単位等でまとめて登録を希望する場合は、
別途名簿の提出をもって個別の入力は省略できます。




（３）応募後の流れ
　　①応募内容を確認後、涼み処として登録します。
　　②登録施設は、ホームページへ施設情報を公開し、ポスターを送付します。
　③登録施設とならない場合は別途通知します。

５　その他
（１）各施設で発生した利用者とのトラブルは、責任負いかねます。
（２）涼み処を通して、政治・宗教・販売行為等を目的とした行為は行わないで下さい。
（３）公序良俗に反する施設等、当該取り組みの目的にそぐわないと区が認めた場合は、「涼み処（クールスポット）」として登録を解除することがあります。
（４）涼み処の部品（ポスター等）は、開設を辞退するまで各自保管お願いします。

７　問合せ先
大田区健康政策部健康医療政策課健康政策担当（保健調整）
　〒144-8621　大田区蒲田５－13－14
電話　03-5744-1728
